
基本理念

いじめの防止等の対策は、すべての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置しないことを旨とします。
いじめの定義

「いじめ」とは、児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等、当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児

童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為。その行為の対象となった子が心身の苦痛を感じているものをいいます。

学校への支援

いじめ問題対策連

絡協議会

研修の充実

いじめストップネット

ワーク会議

（いじめ対応窓口）

いじめ防止等の対

策のための組織
（複数の教員で対応･･ケース

により外部専門家も）

いじめ防止等に対す

る取り組み等

・定期的アンケート調査

・保小中高の連携と子ども

同士の人間関係の把握

・全校集会、学級活動での

いじめ防止啓発
保護者

・親子間のコミュニケーション

・家庭での教育

子どもの見

守り

学校、教育委員
会、福祉課、児童
相談所、法務局、
警察等で構成
事務局は教育委員会

総務課、福祉課、保健
課、町民課、学校教育
課、生涯学習課
事務局は教育委員会

警察、児童相談所、医療

機関、法務局、民生児童

委員協議会、他関係機関

子どもの地域行事

参加促進

児童生徒

いじめを放置

しない

調査組織の設置
弁護士、精神科
医、学識経験者、
心理・福祉の専門
家など


